
民生児童委員協議会総会 

 

総会の開催、誠におめでとうございます。 

また日頃は、井中会長さんをはじめ、委員の皆さまには、北栄町の福祉の推進のた

め、ご尽力いただいておりますこと、感謝申し上げます。 

昨年もコロナ禍の継続で思うような活動ができなかったことと思います。ここにき

て国は、マスク着用については個人の判断に任せること、また 5月の連休明けには 5

類へ移行することを示され、季節性のインフルエンザと同じ扱いになるということで

すので、社会活動も活発に行われるようになると思います。皆さまの活動も、以前の

ように活動ができるようになると思います。 

 

 さて、皆さまは、地域住民の身近な相談相手として、幅広い分野で活動していただ

いております。しかしながら、地域のニーズは、複雑化・多様化しています。相談が

あれば、一人で悩まず、役場担当課につないでいただいたらと思います。それが、一

番早い解決策だと思います。 

一つ大きな責任があります。守秘義務です。相談された内容や相手の名前など決し 

て、ご家族や他人に漏らしてはいけません。もちろん退任されても同様です。 

 

 昨年度は、一斉改選も無事終了しました。新しい委員さんも引き続きの委員さんも

改めて、活動よろしくお願いします。 

 

本日の総会が皆さまにとって、実り多い会となりますこと、また、協議会の発展と

委員皆さまのご健勝とご多幸祈念して、私からのあいさつとさせていただきます。 

 

令和 5年 4 月 13 日 

北栄町長 手嶋俊樹 


